
JP 5814654 B2 2015.11.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の面と該第１の面と反対側の第２の面とを有するシリコン基板の加工方法であって、
（１）前記第２の面から前記第１の面側に向かって第１の凹部を形成する工程と、
（２）前記第１の凹部の底面にパターン開口を有するパターニングマスクを形成する工程
と、
（３）前記第１の凹部の前記第２の面側の開口の一部を遮蔽するように、前記第２の面と
平行な遮蔽構造を形成する工程と、
（４）前記第２の面側から反応性イオンエッチングを行い、第２の凹部を形成する工程と
、
を有することを特徴とするシリコン基板の加工方法。
【請求項２】
前記第１の凹部は前記第１の凹部の側面と底面の角度が鈍角となるように前記第２の面側
に形成され、
前記遮蔽構造は前記シリコン基板の上に形成された遮蔽物からなり、前記第１の凹部への
前記第２の面に垂直な光の照射により形成される前記遮蔽物の陰影が前記第１の凹部の側
面の少なくとも一部を覆いかつ前記パターン開口を覆わない請求項１に記載のシリコン基
板の加工方法。
【請求項３】
前記遮蔽物は、前記陰影が前記第１の凹部の側面の全てを覆うように形成されている請求
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項２に記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項４】
前記遮蔽物は、前記陰影が前記第１の凹部の側面の一部を覆うように形成されている請求
項２に記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項５】
前記第１の凹部は結晶異方性エッチングにより形成されている請求項１乃至４のいずれか
に記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項６】
　前記第１の凹部の開口面は矩形状であり、
　前記シリコン基板の面方向に垂直であって前記第１の凹部の一辺に平行な面による断面
のいずれにおいても、
　前記遮蔽構造は、前記第２の面の前記開口面の端部から面方向に下記式で表されるＡの
範囲に亘って形成されている請求項４又は５に記載のシリコン基板の加工方法
　　３ｔ／４ｔａｎθ　≦　Ａ　≦　ｔ／ｔａｎθ
（Ａ：前記開口面の端部から前記遮蔽構造の端部までの距離、ｔ：前記第１の凹部の深さ
、θ：前記開口面と前記側面との角度（０°＜θ＜９０°））。
【請求項７】
　前記遮蔽構造は、フィルム状の感光性レジストを前記第２の面に貼り付けた後に、フォ
トリソグラフィ法によってパターニングして形成される請求項１乃至６のいずれかに記載
のシリコン基板の加工方法。
【請求項８】
　前記遮蔽構造は、パターニングして該遮蔽物の形状を作製した構造物を前記第２の面に
貼り合わせることにより形成される請求項１乃至６のいずれかに記載のシリコン基板の加
工方法。
【請求項９】
前記第１の凹部は、面方向と平行な面による前記シリコン基板の前記第１の凹部部分の断
面のうち、開口面積が前記第１の凹部の開口面より大きくかつ最大となる第１の断面を有
し、
該第１の断面は前記開口面と前記底面との間にあり、
前記底面と該底面から前記第１の断面までの第１の側面との角度は鈍角であり、
前記第１の断面から前記開口面までの第２の側面を形成するシリコン基板部分が前記遮蔽
構造として機能する請求項１乃至８のいずれかに記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項１０】
前記第１の凹部は、前記第１の凹部への前記第２の面と垂直な光の照射により形成される
陰影が前記第１の側面の少なくとも一部を覆いかつ前記パターン開口を覆わない形状を有
する請求項９に記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項１１】
前記第１の凹部は、前記陰影が前記第１の側面の全てを覆うように形成されている請求項
１０に記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項１２】
　前記開口面は矩形状であり、
　面方向に垂直であって前記開口面の辺に平行な面による断面のいずれにおいても、
　前記第１の側面に形成される前記陰影の端部が、前記底面の端部から面方向にｔ／４ｔ
ａｎθ（ｔ：前記第１の凹部の深さ、θ：前記開口面と前記第１の側面との角度）までの
範囲にある請求項１０に記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項１３】
前記シリコン基板の前記第２の面の結晶方位は（１００）である請求項１乃至１２のいず
れかに記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項１４】
前記反応性イオンエッチングは、ボッシュプロセスを用いて行われる請求項１乃至１３の
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いずれかに記載のシリコン基板の加工方法。
【請求項１５】
請求項１乃至１４のいずれかに記載のシリコン基板の加工方法によって、前記第１の凹部
として共通液室を形成し、前記第２の凹部として供給口を形成することを特徴とする液体
吐出ヘッドの製造方法。
【請求項１６】
前記シリコン基板の第１の面側に吐出エネルギー発生素子が形成される請求項１５に記載
の液体吐出ヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン基板の加工方法に関する。より好ましくは、液体吐出ヘッドを製造
するために用いるシリコン基板の加工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体デバイスの微細加工技術を応用して、液体吐出ヘッド用のシリコン基板の
加工が行われている。また、近年の液体吐出記録装置においては、高解像度、高速印字と
いった印字性能の向上が求められている。そのため、吐出液滴のより正確な着弾と高速な
液体のリフィルを実現することが求められている。
【０００３】
　液体吐出プリント方式に用いられる一般的な液体吐出ヘッドは、特許文献１に記載され
るように、シリコン基板上に、液滴を吐出するための微細な吐出口と、該吐出口に連通す
る液体流路と、該液体流路の一部に設けられる吐出エネルギー発生部と、を備える。また
、シリコン基板には液体流路と連通する共通液室が形成されている。
【０００４】
　これに対して、特許文献２に記載されるような液体吐出ヘッドが開発されている。この
特許文献２に記載される液体吐出ヘッドにおいては、一つの吐出口に連通する液体流路が
該吐出口に対して対称に配置されている。このような構成とすることにより、発生した気
泡が左右の液体流路で均等に成長するため、吐出口から飛翔する液滴の方向を安定的に垂
直とすることができ、正確に着弾させることができる。
【０００５】
　上述のような液体吐出ヘッド、つまり一つの共通液室から複数の供給口が形成されたシ
リコン基板の形成方法として、特許文献３に記載されるように、シリコン基板に対して２
段階エッチング処理を行う方法が挙げられる。特許文献３に記載の方法では、まず、結晶
異方性エッチングにより第１のエッチングを行って凹部を形成して共通液室を形成する。
次に、ドライエッチングにより凹部の底面に対して第２のエッチングを行うことにより、
複数の供給口を形成する。このようにして、凹部からなる共通液室に連通する複数の供給
口を有するシリコン基板が形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－１４６９７９号公報
【特許文献２】特開２００９－１３７１５５号公報
【特許文献３】米国特許６５３４２４７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　液体吐出ヘッドに用いる供給口の形成方法の一つとして、ドライエッチングが挙げられ
、特にボッシュプロセスを用いたドライエッチングが望ましい。ボッシュプロセスを用い
たドライエッチングは、デポ膜の形成工程、イオンによる側面以外のデポ膜の除去工程、
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ラジカルによるエッチング工程、を繰り返し行うことでシリコン基板を垂直形状にエッチ
ングする技術である。しかし、凹部の底面をドライエッチングして供給口を形成する際、
凹部の側壁近傍の供給口が、凹部の側壁方向に向かって傾斜してエッチングされるという
現象が生じる。これは、プラズマモールディング効果と呼ばれている現象に起因する。通
常、プラズマを用いてエッチングを行う場合、基板表面を等電位面として、プラズマシー
ス（あるいは単にシース）と呼ばれる領域が形成される。このシースにはプラズマを基準
として負の電位差が生じるため、シースを介してプラズマ中から基板に向かってイオンが
加速される。従って、イオンはシースの等電位面に対して垂直に、即ち基板に向かって垂
直に加速される。しかし、基板表面に大きな凹部が存在する場合、図８（ａ）に示すよう
にシース８０１は基板８０２の凹凸に沿って形成される。正イオンは、シースの等電位面
に対して垂直に加速されるため、イオンの飛跡は凹部の側壁に向かって曲げられることに
なる。この現象を、供給口エッチングに適用して考える。「側壁以外のデポ物除去」は前
記シースによって加速されたイオンによって行われる。従って、凹部の側壁の近傍ではデ
ポ膜を除去するイオンが影響を受け、所望の位置よりずれた位置のデポ膜が除去されてし
まう。このように、凹部を有する基板底面ではデポ膜の除去位置が連続的にずれてしまう
ため、ラジカルによるエッチングも連続的にずれて形成することになる。その結果、数度
の角度を持ってエッチングが進行してしまうという課題があった。このような課題はボッ
シュプロセスを用いた場合に限定されず、一般的な反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）の
ドライエッチングによる場合に共通して存在する。
【０００８】
　また、数度の角度をもってエッチング進行すると、得られる供給口のエッチング開始部
の開口と終了部の開口とが水平方向で位置がずれてしまい、シリコン基板の表面において
、供給口の開口（エッチング終了部の開口）の位置ずれが発生してしまう。その結果、近
傍の配線部がダメージを受ける場合がある。また、供給口が斜めに形成されるため、他の
供給口よりも長い供給口が形成されてしまい、供給性能のバラツキが生じる場合がある。
さらには、未貫通の供給口が形成されてしまう場合もある。
【０００９】
　そこで、本発明は、ドライエッチングを用いてシリコン基板における凹部の底部から該
凹部が形成されている面と相対する面に向かって垂直な開口を設けることができるシリコ
ン基板の加工方法を提供することを目的とする。より好ましくは、ドライエッチングを用
いて、シリコン基板の凹部からなる共通液室の底部を垂直にエッチングし、高い開口位置
精度で複数の供給口を形成することができるシリコン基板の加工方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、本発明は、第１の面と該第１の面と反対側の第２の面とを有するシリコン基板
の加工方法であって、
（１）前記第２の面から前記第１の面側に向かって第１の凹部を形成する工程と、
（２）前記第１の凹部の底面にパターン開口を有するパターニングマスクを形成する工程
と、
（３）前記第１の凹部の前記第２の面側の開口の一部を遮蔽するように、前記第２の面と
平行な遮蔽構造を形成する工程と、
（４）前記第２の面側から反応性イオンエッチングを行い、第２の凹部を形成する工程と
、
を有することを特徴とするシリコン基板の加工方法である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るシリコン基板の加工方法によって、第１の開口に形成する第２の開口をよ
り垂直に形成できる。したがって、第２の開口の開口位置精度を向上でき、高い信頼性を
得ることが出来る。



(5) JP 5814654 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態１により作製される液体吐出ヘッドの構造を説明するための概略模式図
である。
【図２】ドライエッチングを用いて第２の凹部を形成する際の従来の課題について説明す
るための概略模式図である。
【図３】実施形態１の加工方法について説明するための工程図である。
【図４】遮蔽物の好ましい配置位置について説明するための模式図である。
【図５】実施形態２により作製される液体吐出ヘッドの構造を説明するための概略模式図
である。
【図６】実施形態２の加工方法について説明するための工程図である。
【図７】実施形態２における第１の凹部のヒサシ形状部分の好ましい位置範囲を説明する
ための模式図である。
【図８】プラズマモールディング効果を説明するための模式図である。
【図９】遮蔽物が存在する場合のプラズマモールディング効果を説明するための模式図で
ある。
【図１０】遮蔽物が存在する場合のプラズマモールディング効果を説明するための模式図
である。
【図１１】実施形態３の加工方法について説明するための工程図である。
【図１２】実施形態３の加工方法について説明するための工程図である。
【図１３】実施形態３の加工方法について説明するための工程図である。
【図１４】実施例５の加工方法について説明するための工程図である。
【図１５】実施形態４の加工方法について説明するための工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　シースが発生するメカニズムは、電子とイオンの移動度の差による。チャンバー壁や基
板等、プラズマ内に境界領域が存在する場合、質量の小さい電子が先に到達して、プラズ
マに対して負の電位を形成される。それを遮蔽するように正電荷の多い領域が形成されバ
ランスが保たれる。これがシースであり、境界面を等電位面として、それに平行となるよ
うに形成される。さらに、基板にバイアスパワーを印加すると、基板の負の電位は助長さ
れ、イオンを引きこむエネルギーも増加する。これを利用したものが反応性イオンエッチ
ングである。
【００１５】
　ボッシュプロセスは、上記反応性イオンエッチングの一形態である。図２（ａ）～（ｃ
）に示すように、（１）ＣＦ系のデポ膜１５の形成、（２）イオンによるデポ膜１５の除
去、（３）主にＦ系ラジカルによるエッチング、を連続的に繰り返すことで垂直方向への
エッチングが行われる。
【００１６】
　この際、（２）では、プラズマ中の＋イオンがシースによって基板表面に加速されるこ
とにより、デポ膜のエッチングが進む。
【００１７】
　ここで、図２（ｄ）に示すような底面との角度が鈍角となる側面を有する凹部の底面を
エッチングする場合、前述のプラズマモールディング効果により、凹部の形状に沿うよう
にシースが形成されてしまう。これは、シースというものが、基板表面を等電位面として
、そこから一定の距離にある位置を積分して求められる等電位面を形成するからである。
これにより、＋イオンが基板に対して数度の角度を持って加速されることになる。その結
果、側壁のデポ膜１５の一部がエッチングされてしまい、（３）のエッチング時に横方向
にずれてエッチングが進んでしまう場合がある。これが連続的に繰り返されることで結果
的にエッチング方向は数度の角度を持って形成されることとなる（図２（ｄ）～（ｆ））
。
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【００１８】
　共通液室の底面に供給口を形成する場合を例に挙げてより具体的に説明すると、シース
は共通液室の形状に沿って形成される。そして、共通液室の側面近傍に形成しようとする
供給口では、共通液室の側面に形成されたシースにイオンが影響を受け、基板に対して垂
直ではなく、側面の方向に数度の角度を持ってエッチングが進行してしまう場合があった
。
【００１９】
　プラズマモールディング効果は、シースの長さと凹部の開口の寸法との相対関係によっ
て変化し、影響が現れ始めるのはシースの長さ／凹部の開口寸法≦１０程度であるという
研究結果がある（Ｄ．Ｋｉｍ　ｅｔ．ａｌ．，ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｐｌａｓｍａ　Ｓ
ｃｉ．３１，６９１（２００３））。即ち、シースの長さが同じであれば、例えば、図８
（ａ）と（ｂ）に比較するように、凹部の開口寸法が小さいほどプラズマモールディング
効果による影響が低いと言える。
【００２０】
　また、同じ開口寸法であれば、側面の傾斜角が開口の内側に向かうほど、プラズマモー
ルディング効果が顕著になる。これは、図８（ａ）と（ｃ）の比較に示すように、開口の
側面と底面とのなす角が鈍角になるほど、シース８０１が基板８０２の開口の形状に沿い
易くなるからである。この場合は、例えば傾斜した側壁の少なくとも一部を遮蔽すること
で、プラズマモールディング効果の影響を低減することができる。
【００２１】
　そこで、本発明では、共通液室がプラズマに対して露出される面積を減少させることに
より、プラズマモールディング効果を抑制し、シースの歪みを緩和した状態で第１の凹部
の底面に第２の凹部を反応性イオンエッチングにより形成する。これにより、供給口等の
第２の凹部を側面付近でもシリコン基板の面方向に対して垂直に形成することができる。
前記の傾斜された側面を遮蔽するというのも、共通液室がプラズマに対して露出される面
積を減少させるという概念に含むものとする。
【００２２】
　そこで、本発明は、第１の開口の底部に、パターン開口を有するパターニングマスクを
用いて、プラズマを用いた反応性イオンエッチングにより第２の開口を形成するシリコン
基板の加工方法である。そして、本発明では、前記反応イオンエッチングを、プラズマに
対する前記第１の開口内の露出を妨げる遮蔽構造を前記シリコン基板内又は上に形成した
状態で行う。また、前記遮蔽構造は、前記プラズマに対する前記パターン開口の露出を妨
げない構造である。
【００２３】
　なお、上記ではボッシュプロセスを用いたドライエッチングを例に挙げて説明したが、
本発明はボッシュプロセスに限定されるものではない。
【００２４】
　（実施形態１）
　本発明の実施形態の一つとして、共通液室の斜面が傾斜している構成において、傾斜側
面の少なくとも一部を覆うようにシリコン基板に遮蔽物を形成する方法が挙げられる。つ
まり、共通液室の傾斜側面に沿ったシースが形成されることを阻害する遮蔽物を基板に形
成することで、ドライエッチングを用いて、共通液室（第１の凹部）の底面に垂直に供給
口（第２の凹部）を形成できることができる。この方法では、基板に遮蔽物を形成するた
め、高い位置精度で開口部を確保できるため、遮蔽する部分をより制御し易い。また、基
板と遮蔽物の間の隙間が少ないため、遮蔽効果が高い。
【００２５】
　より具体的に説明すると、上記（２）のプロセス中で共通液室の傾斜側面の少なくとも
一部を覆うように遮蔽物が形成されていると、この遮蔽物が基板と等電位面となる。プラ
ズマの条件によるが、一般的にシースの長さは数百μｍから数ｍｍの間で形成される。共
通液室の深さは例えば０．２ｍｍ～０．９ｍｍであり、遮蔽物の長さもこれより少し短い
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程度である。よって、共通液室の深さ、及び遮蔽物の長さとシースの長さは同程度の大き
さであるため、図９（ａ）に示すように遮蔽物９０１の直下に入り込むようにシースが形
成されることは難しい。即ち、図９に（ｂ）示すように、遮蔽物の位置を間口とした垂直
な凹部があるのとほぼ同じシースの状態を形成する。これにより、シースの歪みが緩和さ
れ、イオンが凹部の側面方向に引き寄せられず、供給口エッチングの際、側壁の堆積膜の
一部をエッチングする割合が低くなる。したがって、上記（３）のプロセスで横方向にず
れてエッチングが進まなくなり、共通液室の底面に垂直に供給口を形成することが可能と
なる。なお、本発明では傾斜側面の少なくとも一部を遮蔽することができれば効果を有す
ることになる。
【００２６】
　シリコン基板は、第１の面と該第１の面と反対側の第２の面とを有し、該第２の面に共
通液室などの第１の凹部が形成されている。第２の面に第１の凹部を形成する方法として
は、結晶異方性エッチングを用いることが好ましい。
【００２７】
　第１の凹部は傾斜を有する側面を有し、該側面と底面との角度は鈍角（９０°＜θ＜１
８０°）である。
【００２８】
　ドライエッチングは、シリコン基板にバイアスを印加するための高周波を発生させなが
ら行い、例えばＥＣＲやＩＣＰ等をプラズマ源とした一般的なＲＩＥのドライエッチング
を用いることが可能である。
【００２９】
　ドライエッチングは、シリコン基板に形成した遮蔽物と、第１の凹部の底面に形成され
たパターン開口を有するパターニングマスクと、を用いて行う。例えば、パターン開口は
供給口を形成する位置に設けることができる。
【００３０】
　遮蔽物は、例えば、第１の凹部の開口面に延展するように第２の面上に形成されたレジ
ストマスクにより構成されることができる。
【００３１】
　また、遮蔽物は、第１の凹部への第２の面に垂直な光の照射により形成される陰影が凹
部側面の少なくとも一部を覆いかつ前記パターン開口には形成されないようにシリコン基
板に形成される。
【００３２】
　本実施形態において、遮蔽物は、前記陰影が凹部側面の少なくとも一部を覆うように形
成されていれば効果を奏すが、前記陰影が凹部側面の全てを覆うように形成されているこ
とが好ましい。
【００３３】
　遮蔽物は、例えば、フィルム状の感光性レジストを第２の面に貼り付けた後に、フォト
リソグラフィ法によってパターニングして形成されることができる。また、遮蔽物は、パ
ターニングして遮蔽物の形状を作製した構造物を第２の面に貼り合わせることにより形成
されることができる。
【００３４】
　また、遮蔽物の形状は、ヒサシ状や突起形状や崖形状のものが有効であるが、プラズマ
モールディング効果を抑制し得るものであれば、これらの形状に限られるものではない。
例えば、第１の凹部を橋渡し状に横切る形状も遮蔽物のゆがみを防止する上で効果的な形
状である。また、共通液室がプラズマに露出される面積を極力減少させるという視点に拡
張すれば、例えば図１０に示すように、供給口を形成する部分を含んだ最小限の領域のみ
を開口し、その他の領域には全て遮蔽物１００１が残っていても構わない。これにより、
共通液室上のシースは、基板とほぼ平行となるため、イオンは基板に垂直に加速される。
傾斜した側面の少なくとも一部を遮蔽する状態から、供給口上の遮蔽物のみを開口した状
態の間の状態は、全て本実施形態の用例に含まれる。
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【００３５】
　遮蔽物を形成する方法としては、例えば、共通液室等の第１の凹部の底面におけるエッ
チング部を遮蔽しないように開口が形成されたフィルム状の樹脂を貼りあわせる方法が挙
げられる。また、例えば、フィルム状の樹脂を貼りあわせた後にエッチング等の方法によ
り開口を形成する方法も挙げられる。しかし、凹部側面を遮蔽する形状を形成することが
可能な製法であれば、これらの方法に限られるものではない。
【００３６】
　遮蔽物の材料は、特に限定されるものではないが、レジストを用いることができ、感光
性レジストを用いることが好ましい。
【００３７】
　以下、遮蔽物の形成方法について具体例を説明する。
【００３８】
　共通液室の底面にレジストパターンを形成した後に遮蔽物を形成する際には、パターン
形成や基板への貼り合わせの容易さからドライフィルムレジストに代表される有機膜で遮
蔽物を形成することが好ましい。市販のドライフィルムレジストとしては、例えば、東京
応化工業社製ＯＲＤＩＬ（商品名）、デュポンＭＲＣドライフィルム社製ＭＰＦシリーズ
、旭化成エレクトロニクス社製サンフォート（商品名）、化薬マイクロケム社製ＳＵ－８
（商品名）などを挙げることができる。
【００３９】
　ドライフィルムレジストで形成する場合、まず、共通液室が形成されたシリコン基板の
裏面（第２の面）にドライフィルムレジストをテンティングラミネートする。そして、露
光及び現像することにより、共通液室の側面を遮蔽しかつパターニングマスクのパターン
開口を遮蔽しないように遮蔽物を形成する。露光には、プロキシミティー露光およびプロ
ジェクション露光を用いることができる。また、遮蔽物は、予め共通液室の側面を遮蔽し
、パターニングマスクのパターン開口を遮蔽しないように形成したフィルムを基板に貼り
合わせる方法により形成することもできる。
【００４０】
　また、遮蔽物の第１の凹部への張り出しが小さくなって共通液室の傾斜側面にシースが
形成されるほど、イオンが傾斜側面に形成されたシースの影響を受けるようになり、供給
口が傾いて形成されるようになる。ここで、第１の凹部を形成するために掘り込んだ基板
の厚さをｔ、開口面と傾斜側面の角度をθとすると、結晶異方性エッチングを用いて形成
した共通液室の底面に遮蔽物を用いないで供給口を形成した場合、共通液室の側面から最
も近い、底面端部から０．１５ｔの所に位置する供給口の傾きは２°であった。また、遮
蔽物が共通液室の側面を全て覆い、供給口を形成した場合、共通液室の側面から最も近い
供給口の傾きは０°であった。遮蔽物が共通液室の側面を遮蔽する範囲と共通液室の側面
近傍に位置する供給口の傾きの関係より、底面端部から０．１５ｔ以上の距離にある供給
口が９０°±０．５°の垂直に形成されるには、共通液室の開口面端部から３／４・ｔ／
ｔａｎθ～ｔ／ｔａｎθの範囲に遮蔽物の少なくとも一端が入っていれば垂直に形成され
る（図４）。さらに、供給口のパターンは共通液室の中央寄りに形成されることが好まし
い。つまり、結晶異方性エッチングにより開口面が矩形状に形成された共通液室（第１の
凹部）において、下記の式を満たすような遮蔽物をシリコン基板に形成することが好まし
い。すなわち、シリコン基板の面方向に垂直であって共通液室（第１の凹部）の一辺に平
行な面による断面のいずれにおいても、遮蔽物は、前記第２の面の前記開口面の端部から
面方向に下記式で表されるＡの範囲に亘って形成されていることが好ましい。
                                                                                
【００４１】
　　　３ｔ／４ｔａｎθ　≦　Ａ　≦　ｔ／ｔａｎθ　　　・・・（１）
（Ａ：前記開口面の端部から前記遮蔽物の端部までの距離、ｔ：前記第１の凹部の深さ、
θ：前記開口面と前記側面との角度（０°＜θ＜９０°））。
【００４２】
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　以下、本実施形態を用いて製造される液体吐出ヘッドの構成について説明する。
【００４３】
　図１は、本発明に係るシリコン基板の加工方法を用いて製造することができるヘッド用
基板を備える液体吐出ヘッドの構成を示す概略図である。図１（ａ）は、上方から見た模
式図である。図１（ｂ）は図１（ａ）のＡ－Ａ’における概略断面図である。図１（ｃ）
は図１（ａ）のＢ－Ｂ’における概略断面図である。
【００４４】
　図１において、液体吐出ヘッドは、シリコン基板から構成されるヘッド用基板１と、流
路形成部材７と、を少なくとも含んで構成される。
【００４５】
　流路形成部材７は、液体を吐出する吐出口２と、吐出口２と連通する液体流路３と、を
構成する。流路形成部材７の上面には吐出性能を向上するために撥液層８が形成されてい
る。
【００４６】
　ヘッド用基板１は、液体流路３に液体を供給するための第２の凹部としての供給口５と
、供給口５に連通する第１の凹部としての共通液室４と、を構成する。第２の凹部として
の供給口５は、第１の凹部としての共通液室４の底面に複数形成されている。また、第１
の凹部としての共通液室４は、流路形成部材７が配置される面（第１の面）と反対側の面
（第２の面）に形成されている。第２の凹部としての供給口５は第１の凹部としての共通
液室４の底面にヘッド用基板１を貫通して形成されている。
【００４７】
　ヘッド用基板１と流路形成部材７は、供給口５と液体流路３が連通するように、接着剤
１８を介して接着されている。また、ヘッド用基板１の上面（第１の面とも称す）にはシ
リコン酸化膜１２が形成されている。
【００４８】
　ヘッド用基板１は、液体を吐出するための電気熱変換素子等の吐出エネルギー発生素子
１６を有し、また該吐出エネルギー発生素子を駆動させるための配線等（不図示）を含む
ことができる。吐出エネルギー発生素子１６は吐出口２の位置に対応するようにヘッド用
基板１に形成されている。
【００４９】
　また、共通液室４の底面と側面との角度α（図１（ｂ）及び（ｃ）参照）は９０°＜α
＜１８０°の範囲であり、鈍角である。
【００５０】
　共通液室４は、特に制限されるものではないが、例えば結晶異方性エッチングにより形
成することができる。結晶異方性エッチングを用いることにより、生産性良く、効率的に
ヘッド用基板に共通液室（第１の凹部）を形成することができる。共通液室４を結晶異方
性エッチングにより形成した場合、αは約５４．７°である。また、ヘッド用基板は、＜
１００＞面の結晶方位を有するシリコン基板を用いて構成されることができる。この場合
、共通液室４の底面はシリコン基板の結晶異方性エッチングより形成された＜１００＞面
となる。また、シリコン基板の厚さは、例えば０．３ｍｍ～１．０ｍｍとすることができ
る。また、共通液室の深さは、例えば０．２ｍｍ～０．９ｍｍとすることができる。
【００５１】
　以下、図１に示す液体吐出ヘッドの製造方法について図３を用いて説明する。
【００５２】
　まず、図３（ａ）及び（ｂ）に示すように、＜１００＞面の結晶方位を有し、まだ共通
液室が形成されていないシリコン基板１を用意する。このシリコン基板１は吐出エネルギ
ー発生素子１６を有し、第１の面としての上面側に、液体流路の流路型材（又は流路型構
造とも称す）６と該流路型材６を覆うように形成された流路形成部材７とを有する。流路
形成部材７の上面には撥液層８が形成されており、さらに撥液層８の上面はエッチング耐
性のある保護膜９により保護されている。また、ヘッド用基板１の第２の面側には第１の
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耐エッチング膜１３が形成されている。第１の耐エッチング膜１３は例えばポリエーテル
アミドを用いて形成することができる。
【００５３】
　なお、図３（ａ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ’線における断面に相当する。また、図３（
ｂ）は、図１（ａ）のＢ－Ｂ’線における断面に相当する。また、図３（ｂ）において、
流路型材６は省略されている。
【００５４】
　次に、図３（ｃ）に示すように、第１の耐エッチング膜１３をパターニングして、共通
液室を形成するための第１のエッチングマスク１３’を形成する。
【００５５】
　次に、図３（ｄ）に示すように、第１のエッチングマスク１３’を用いてヘッド用基板
１の裏面（第二の面）に結晶異方性エッチングを用いて第１の凹部としての共通液室４を
形成する。また、共通液室４を形成する方法としては、特に結晶異方性エッチングに限定
されるものではなく、他にも、例えばレーザ加工、ドライエッチングなどを用いることが
できる。
【００５６】
　次に、図３（ｅ）に示すように、共通液室４の底面に、第２の耐エッチング膜１４を形
成する。そして、図３（ｆ）に示すように、第２の耐エッチング膜１４をパターニングし
て、共通液室４の底面に供給口を形成するための第２のエッチングマスク１４’を形成す
る。第２のエッチングマスク１４’は供給口の形成位置に合わせてパターン開口１０を有
する。
【００５７】
　第２のエッチングマスク１４’は、例えば、エッチング耐性の優れたレジストを塗布し
、露光、現像することにより形成することができる。レジストとしては、例えば、ノボラ
ック樹脂誘導体やナフトキノンジアジド誘導体を用いることができる。ノボラック樹脂誘
導体やナフトキノンジアジド誘導体は、シリコンのエッチング液やエッチングガスに対す
る耐性に優れ、且つ、共通液室である凹み形状の側面に対しても薄膜で均一に被覆可能な
材料であるため、好ましく用いることができる。
【００５８】
　第２のエッチングマスク１４’の厚さは、特に制限されるものではなく、数μｍの厚み
でも耐エッチング膜として機能するものであれば特に問題なく使用することができる。
【００５９】
　また、レジストの塗布方法としては、例えばスピンコート法、ディップコート法、スプ
レーコート法等を用いて成膜することができる。これらの中でも、傾斜のある凹部側面に
対する被覆性を考慮すると、スプレーコート法を用いて成膜することが好ましい。スプレ
ーコート法ではレジスト液を霧状に噴霧することで傾斜面へ均一に被覆することが可能で
ある。さらに、シリコン基板を加熱しながらレジスト液をスプレーすることで、レジスト
液が傾斜面に付着後瞬時に溶媒が蒸発し、傾斜面における液ダレや液溜まりを発生させる
ことなくレジストを均一に塗布することが可能である。
【００６０】
　レジストが塗布された共通液室の底面へのパターンの露光には、例えば、プロキシミテ
ィー露光、プロジェクション露光又はステッパ露光等を用いることができる。
【００６１】
　パターンを現像する際には、例えばディッピング方式やパドル方式、スプレー方式等を
用いて現像液に浸漬させることができる。
【００６２】
　次に、図３（ｇ）に示すように、共通液室４が形成されたシリコン基板の裏面（第２の
面）にドライフィルムレジストをテンティングラミネートする。
【００６３】
　次に、図３（ｈ）に示すように、ドライフィルムレジストを露光及び現像することによ
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り、共通液室４の側面を遮蔽しかつ第２のパターニングマスクのパターン開口１０を遮蔽
しないような遮蔽物１１’を形成する。露光には、プロキシミティー露光およびプロジェ
クション露光を用いることができる。図３（ｉ）は、図３（ｈ）の第２の面側（裏面側）
から見た模式図である。図３（ｈ）及び（ｉ）において、遮蔽物１１’は、共通液室４へ
のシリコン基板に垂直な光の照射により形成される陰影が凹部側面を覆いかつパターン開
口１０は覆わないように第２の面に形成されている。
【００６４】
　次に、図３（ｊ）に示すように、パターン開口１０を有するレジストパターンが形成さ
れた共通液室４の底面に対してドライエッチングを行い、複数の供給口５を形成する。
【００６５】
　ドライエッチングとしては、例えば、ＥＣＲやＩＣＰ等をプラズマ源としたＲＩＥのド
ライエッチングを用いることができる。また、垂直に例えば１００μｍ以上の供給口を形
成するためにはＳＦ6ガスによるエッチングとＣ4Ｆ8ガスによるデポジションを繰り返す
ボッシュプロセスでＩＣＰ等のエッチャーを用いることが好ましいが、これに限られるも
のではない。
【００６６】
　遮蔽物１１’と第２のパターニングマスク１４’は必要に応じて取り除くことができる
。なお、この際、基板表面の液体流路壁７および撥液層８をエッチング液から保護する目
的で、保護層として、エッチング液耐性を有する樹脂等を基板表面に形成しても良い。
【００６７】
　次に、図３（ｋ）に示すように、供給口５の底面に露出するシリコン酸化膜１２の除去
を行う。シリコン酸化膜１２のエッチングとしてはフッ酸によるウェットエッチングを行
うことができる。
【００６８】
　その後、流路型構造６を除去し、液体流路３を形成する。この工程では、例えば、流路
型構造６に電離放射線を照射し、流路型構造６の分解反応を起こすことで、除去液に対す
る溶解性を向上させることができる。電離放射線としては、流路型構造６のパターニング
の際に使用したものと同様のものを使用できる。ただし、本工程では流路型構造６を除去
して液体流路３を形成することが目的であるため、電離照射線はマスクを介さずに全面に
照射することができる。その後、流路型構造６のパターニングの際に使用した現像液と同
様のものを用いて、流路型構造６を完全に除去することができる。
【００６９】
　以上の工程により、液体吐出ヘッドを作製することができる。
【００７０】
　また、本実施形態のシリコン基板の加工方法を液体吐出ヘッドの製造に応用することに
より、高い液体のリフィル性能を有する液体吐出ヘッドを製造することができる。また、
第２の凹部としての供給口を位置精度高く形成できるため、供給口の位置公差を小さくす
ることが可能となり、ヘッド用基板の大きさを小さくすることができる。その結果、コス
トダウンを図ることができる。
【００７１】
　（実施形態２）
　また、本発明の実施形態の一つとして、側面にシースが沿うように形成されることを阻
害する形状となるように共通液室等の第１の凹部を形成することにより、側面に沿うよう
なシースが形成されないようにドライエッチングを行うことができる。
【００７２】
　つまり、本実施形態では、図６（ｅ）に示すような形状を有する共通液室４等の第１の
凹部に対してドライエッチングを行う。本実施形態における第１の凹部の形状は、面方向
と平行な面によるシリコン基板の第１の凹部部分の断面のうち、開口面積が第１の凹部の
開口面より大きくかつ最大となる第１の断面を有する。また、該第１の断面は開口面と底
面との間にあり、底面と該底面から前記第１の断面までの第１の側面との角度は鈍角をな
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す。本実施形態では、前記第１の断面から前記開口面までの第２の側面を構成するシリコ
ン基板部分が遮蔽構造として機能する。
【００７３】
　本実施形態における方法では、シリコン基板に形成する第１の凹部自体が側壁を遮蔽す
る形状に加工するため、別途に遮蔽物を形成する必要がない。
【００７４】
　また、本実施形態における第１の凹部は、第１の凹部への第２の面と垂直な光の照射に
より形成される陰影が前記第１の側面の少なくとも一部を覆いかつレジストパターンのパ
ターン開口には形成されない形状である。
【００７５】
　また、第１の凹部は、前記陰影が前記第１の側面の全てを覆うように形成されているこ
とが好ましいが、特にこれに限定されるものではない。
【００７６】
　第１の凹部の底面にドライエッチングを用いて第２の凹部を形成する工程において、前
記第１の凹部が図６（ｅ）に示すようなヒサシ形状に形成されていると、実施形態１の遮
蔽物と同じ理由により、側面の傾きの影響をほとんど受けず、ヒサシの位置を間口とした
垂直な凹部があるのとほぼ同じシースの状態が形成される。これにより、シースの歪みが
緩和され、イオンが凹部の側面方向に引き寄せられず、供給口エッチングの際、側壁の堆
積膜の一部をエッチングする割合が低くなる。したがって、横方向にずれたエッチングが
進まなくなり、垂直にシリコン基板をエッチングすることが可能となる。
【００７７】
　また、ヒサシ形状部分で前記第１の側面が遮蔽されない面積が大きくなると、前記第１
の側面に形成されるシースにイオンが影響を受けながらエッチングが進行し、供給口等の
第２の凹部が傾いて形成されるようになる。ここで、第１の凹部の深さをｔ、開口面と前
記第１の側面との角度をθとすると、遮蔽物を形成しないで供給口を形成した時、共通液
室の側面から最も近い、底面端部から０．１５ｔの所に位置する供給口の傾きは２°であ
った。また、ヒサシ形状部分が第１の側面を全て覆い、供給口を形成した場合、共通液室
の側面から最も近い供給口の傾きは０°であった。ヒサシ形状部分が共通液室の側面を遮
蔽する範囲と共通液室の側面近傍に位置する供給口の傾きの関係より、底面端部から０．
１５ｔ以上の距離にある供給口が９０°±０．５°の垂直に形成されるには、共通液室の
底面端部からｔ／４ｔａｎθの範囲に開口面端部が入っていれば垂直に形成される。つま
り、第１の凹部の開口面は矩形状であり、面方向に垂直であって前記開口面の辺に平行な
面による断面のいずれにおいても、下記範囲となれば垂直（９０°±０．５°）に第２の
凹部を第１の凹部の底面に形成することができる。つまり、前記第１の側面に形成される
前記陰影の端部が、前記底面の端部から面方向にｔ／４ｔａｎθ（ｔ：前記第１の凹部の
深さ、θ：前記開口面と前記第１の側面との角度）までの範囲にあることが好ましい。さ
らに、供給口のパターンは第１の凹部の中央寄りに形成されることが好ましい。
【００７８】
　本実施形態における第１の凹部は、例えば、シリコン基板の第２の面側に先導孔を形成
した後、結晶性異方性エッチングを行うことにより形成することができる。先導孔は、レ
ーザを用いて形成することができる。また、先導孔は、シリコン基板の第２の面をドライ
エッチングを用いてエッチングすることにより形成することができる。
【００７９】
　前述の範囲を遮蔽するにはドライエッチングやレーザ加工によりシリコン基板の第２の
面側に先導孔をあけ、異方性エッチングの時間を調整して共通液室を形成すればよい。エ
ッチング時間が長くなる程遮蔽されない面積が大きくなってしまうので、前述の範囲内で
遮蔽するためには、先導孔の幅と深さ、結晶異方性エッチングの時間を制御してエッチン
グを行って共通液室を形成する。遮蔽面積を大きくするためにエッチングマスクの内周に
近接するように先導孔を形成するのが好ましい。
【００８０】
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　以下、本実施形態の製造方法により作製される液体吐出ヘッドの構成について説明する
。
【００８１】
　図５（ａ）は、本実施形態により製造される液体吐出ヘッドの上面模式図である。図５
（ｂ）は、図５（ａ）の点線Ａ－Ａ’における概略断面図である。図５（ｃ）は、図５（
ａ）の点線Ｂ－Ｂ’における概略断面図である。
【００８２】
　図５において、液体吐出ヘッドは、シリコン基板から構成されるヘッド用基板１と、流
路形成部材７と、を少なくとも含んで構成される。
【００８３】
　流路形成部材７は、液体を吐出する吐出口２と、吐出口２と連通する液体流路３と、を
構成する。流路形成部材７の上面には吐出性能を向上するために撥液層８が形成されてい
る。
【００８４】
　ヘッド用基板１は、液体流路３に液体を供給するための第２の凹部としての供給口５と
、供給口５に連通する第１の凹部としての共通液室４と、を構成する。第２の凹部として
の供給口５は、第１の凹部としての共通液室４の底面に複数形成されている。また、第１
の凹部としての共通液室４は、流路形成部材７が配置される面（第１の面）と反対側の面
（第２の面）に形成されている。第２の凹部としての供給口５は第１の凹部としての共通
液室４の底面にヘッド用基板１を貫通して形成されている。
【００８５】
　共通液室４の形状は、面方向と平行な面によるシリコン基板の共通液室部分の断面のう
ち、開口面積が開口面より大きくかつ最大となる第１の断面を有する。また、該第１の断
面は開口面と底面との間にあり、底面と該底面から前記第１の断面までの第１の側面との
角度は鈍角をなす。共通液室がこのようなヒサシ形状に形成されていると、側面の傾きの
影響をほとんど受けず、ヒサシの位置を間口とした垂直な凹部があるのとほぼ同じシース
の状態が形成される。
【００８６】
　ヘッド用基板１と流路形成部材７は、供給口５と液体流路３が連通するように、接着剤
６を介して接着されている。また、ヘッド用基板１の上面（第１の面とも称す）にはシリ
コン酸化膜１２が形成されている。
【００８７】
　ヘッド用基板１は、液体を吐出するための電気熱変換素子等の吐出エネルギー発生素子
１６を有し、また該吐出エネルギー発生素子を駆動させるための配線等（不図示）を含む
ことができる。吐出エネルギー発生素子１６は吐出口２の位置に対応するようにヘッド用
基板１に形成されている。
【００８８】
　また、共通液室４の底面と前記第１の側面との角度β（図５（ｂ）及び（ｃ）参照）は
９０°＜α＜１８０℃の範囲であり、鈍角である。
（実施形態３）
　実施形態１において、遮蔽物を供給口を形成する部分を含んだ最小限の領域のみを開口
し、その他の領域には全て残すという例を記載した。これをシリコン基板の一部を用いて
同様の効果を得るのが、本実施形態である。
【００８９】
　即ち、ヘッド用基板に、共通液室を形成したもう一枚のシリコン基板を開口部が内側に
なるように接合し、シリコン基板自身をシースの歪みを抑制する遮蔽物として使用すると
いう考え方である。
【００９０】
　まず、図１１（ａ）に示すように、第１の面と該第１の面と反対側の第２の面を有する
第１のシリコン基板１１０１に、予め第１の凹部１１０２（共通液室）を、第一のシリコ
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ン基板１１０１が貫通しないように第２の面側に形成する。第１の凹部は熱酸化処理によ
ってシリコン酸化膜を設けてもよい。シリコン酸化膜を設けることによりインク耐久性を
向上することができる。
【００９１】
　次に、図１１（ｂ）に示すように、第２のシリコン基板１１０３に中間層１１０４を形
成し、供給口のパターン開口（第１のパターン開口）１１０５を中間層１１０４に形成す
る。
【００９２】
　次に、図１１（ｃ）に示すように、第２のシリコン基板１１０３と、第１のシリコン基
板１１０１の第１の凹部１１０２が開口している側の面（第２の面）を、中間層１１０４
を介して接合する。
【００９３】
　次に、第１のシリコン基板の中間層１１０４と反対側の面（第１の面）上に、第２のパ
ターニングマスクを形成する。該第２のパターニングマスクの第２のパターン開口は、第
１のパターン開口の面方向と垂直な位置を含む開口パターンで形成されている。
【００９４】
　次に、図１１（ｄ）に示すように、第１のシリコン基板１１０１側から、第２のパター
ニングマスクを用いて貫通孔１１０６をシリコンエッチングにより形成する。前記中間層
の第１のパターン開口に対応する領域に貫通孔１１０６が形成される。
【００９５】
　次に、図１１（ｅ）に示すように、第１のパターン形状１１０５が形成された中間層１
１０４をマスクとして、第２のシリコン基板１１０３に供給口１１０７を反応性イオンエ
ッチングにより形成する。この際、第１のシリコン基板の第１の面が遮蔽構造として機能
し、プラズマモールディング効果の影響を低減することができる。
【００９６】
　以上の工程により、共通液室１１０２はシリコン基板によってふたをされ、供給口エッ
チングの最中、プラズマ中にほとんど露出しない状態となる。これにより、シース１１０
８の歪みは大幅に抑制され、垂直な供給口エッチングを実施することが出来る。
【００９７】
　中間層の材料としては、特に制限されるものではないが、例えば、樹脂材料、シリコン
酸化物（ＳｉＯ）、シリコン窒化物（ＳｉＮ）、シリコン酸窒化物（ＳｉＯＮ）、シリコ
ン炭化物（ＳｉＣ）等が挙げられる。つまり、中間層としては、例えば、樹脂層、シリコ
ン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜、炭化シリコン膜等が挙げられる。樹脂層
としては例えば感光性樹脂層が挙げられる。これらの中でも、中間層として、形成が容易
であることから、感光性樹脂層やシリコン酸化膜を用いることが好ましい。
【００９８】
　接合の方法に関しては、樹脂材料等による接着、活性化させた表面同士を接触させて自
発的に接合が進むフュージョン接合、共晶接合、拡散接合等がある。
【００９９】
　第２のシリコン基板として、液体吐出エネルギー発生素子を有する基板そのものを用い
ることが出来る。基板の厚みは、例えば５０～８００μｍである。供給口の形状の観点か
ら、１００～２００μｍとすることが好ましい。所望の厚みにするために、接合前に基板
を薄板化することも出来る。薄板化する方法としては、バックグラインド等の機械的研磨
、ＣＭＰ、ウェットエッチング又はドライエッチング、あるいはそれらの組み合わせ等が
挙げられる。必要に応じて、目の細かい機械的研磨、化学的研磨、あるいはそれらの組み
合わせ等によって、表面を鏡面状に仕上げることができる。流路型構造６、液体流路壁７
を用いて形成された吐出口２と撥液層８を有する流路形成層１１０９は、供給口エッチン
グの前、即ち図１１（ｃ）と（ｄ）の間に形成することが望ましい。流路形成層を含んだ
プロセス完了後の斜視図を図１１（ｆ）に示す。
【０１００】
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　また、図１２に示すように、第２のシリコン基板として液体吐出エネルギー発生素子を
有する基板以外のものを用いて、更に薄板化した液体吐出エネルギー発生素子を有する基
板を接合するという方法もある。薄板化した後の基板に中間層の形成を行うのは、プロセ
ス装置の搬送系の制限により難しい場合もある。それに対して、例えば第１のシリコン基
板１１０１と第２のシリコン基板１１０３を接合（図１２（ａ））した後、第２のシリコ
ン基板を薄板化し（図１２（ｂ））、その後に同じく薄板化された液体吐出エネルギー発
生素子を有する基板１２０１と接合する（図１２（ｃ））という方法が考えられる。この
第２のシリコン基板１１０３と、液体吐出エネルギー発生素子を有する基板との板厚合計
が、５０～８００μｍで、望ましくは１００～２００μｍとなるように形成する。第２の
シリコン基板とヘッド基板との接合は、直接接合も可能であるが、中間層を用いても構わ
ない。流路形成層は、同じく、供給口エッチングの前に形成することが望ましい。
【０１０１】
　第１のシリコン基板は、第１の凹部１１０２（共通液室）を形成後に内部にシリコン酸
化膜を形成しておくことも出来る。これにより、供給口エッチング時に共通液室内部が多
少なりともエッチングされてしまう懸念を排除することが出来る。また酸化膜でシリコン
の表面をコーティングすることにより、インク耐性が向上するという利点もある。シリコ
ン酸化膜の形成は、熱酸化、ＣＶＤ等が挙げられる。
【０１０２】
　以下に、接合方法や中間層について更に詳しく説明する。
【０１０３】
　中間層として樹脂材料を選択した場合、例えば以下の方法によりシリコン基板を接着す
ることができる。まず、シリコン基板に樹脂を塗布、パターニングして中間層を形成した
後、該中間層を挟んでシリコン基板を積層させる。そして、ガラス転移温度以上に昇温し
た状態で圧力を印加し、接着することができる。一般的な樹脂材料は、ほぼ全てがその対
象である。樹脂材料としては、例えば、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シリコン系
樹脂、フッ素系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエーテルアミド系樹脂等が挙げられる。
アクリル系樹脂としては、例えばＰＭＭＡ（ポリメチルメタクリレート）樹脂が挙げられ
る。シリコン系樹脂としては、例えばＰＤＭＳ（ポリジメチルシロキサン）樹脂が挙げら
得る。エポキシ系樹脂としては、例えば、化薬マイクロケム製のＳＵ－８（商品名）が具
体的に挙げられる。ポリエーテルアミド系樹脂としては、例えば、日立化成製のＨＩＭＡ
Ｌ（商品名）、ＢＣＢ（Ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ＨＳＱ（Ｈｙｄｒｏｇｅ
ｎｓＳｌｉｓｅｓ－Ｑｕｉｏｘａｎｅ）等が具体的に挙げられる。
【０１０４】
　第１のパターン形状を形成する方法については、感光性を有する樹脂材料の場合はリソ
グラフィー法を用いてパターニングすることができる。感光性を有しない樹脂材料の場合
は、エッチングによって行うことができる。シリコンを含まない樹脂層であれば、例えば
Ｏ2、Ｏ2／ＣＦ4、Ｏ2／Ａｒ、Ｎ2、Ｈ2、Ｎ2／Ｈ2，ＮＨ3等のガスを用いたプラズマ法
にてエッチングできる。シリコンを含有する樹脂層に関しては、それらのガスにＣＦ4、
ＣＨＦ3等のフルオロカーボン系のガスを添加することでエッチングできる。
【０１０５】
　また、他の接合方法として、接合する表面をプラズマ処理することによってダングリン
グボンドを形成して接合する、フュージョン接合と呼ばれる方法がある。このフュージョ
ン接合には、大きく分けて２つの方法がある。
【０１０６】
　第一の方法は、中間層の表面をプラズマ処理した後、大気中に曝してＯＨ基を形成し、
シリコン基板表面と水素結合を介して接合するものである。ＯＨ基は、大気中の水分と反
応することにより形成されるが、積極的に水分を付加しても良い。この方法を適用できる
中間層の材料としては、例えばシリコン酸化膜やシリコン窒化膜、炭化シリコン等が挙げ
られる。また、その他、表面に酸化膜を形成し易い金属材料や金属酸化物、一部の樹脂材
料などが挙げられる。常温で仮接合を行った後、２００～３００℃程度のアニール処理を
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することにより、ＯＨ基同士の脱水反応によりＨ2Ｏが脱離して、Ｏ原子を仲介とした強
固な接合を得ることができる。ただし、分子間力が及ぶ範囲にまで表面同士を接近させな
ければならないため、表面粗さにして１ｎｍ以下の値を有することが望ましい。
【０１０７】
　第２の方法は、水素結合を介さず、真空中でそのままダングリングボンド同士を接合さ
せるものである。この方法も、表面粗さにして１ｎｍ以下の値が必要と言われているが、
研磨等によりそれを実現できれば、理論上あらゆる材料で接合が可能である。シリコン系
の材料では、少なくとも、シリコン酸化膜同士、シリコン窒化膜同士、あるいは、それぞ
れの膜とシリコンとの接合が確認されている。シリコン酸化膜、シリコン窒化膜のパター
ニングは、ＣＦ4、ＣＨＦ3、Ｃ2Ｆ6、Ｃ3Ｆ8、Ｃ4Ｆ8、Ｃ5Ｆ8、Ｃ4Ｆ6等のフルオロカー
ボン系のガスを用いたプラズマによって実施することができる。また、シリコン酸化膜は
、例えば、フッ酸をベースとしたウェットエッチングによってもパターニングできる。ま
た、シリコン窒化膜は、例えば、熱リン酸を用いたウェットエッチングによってもパター
ニングできる。また、中間層の材料が金属材料や金属酸化物の場合も、接合前にパターニ
ングを施せるものであれば、本発明に適用できる。
【０１０８】
　また、他の接合方法として、共晶接合や拡散接合を用いることもできる。共晶接合であ
れば、例えば、金と金、金とシリコン、金と錫、金とゲルマニウム、銅と錫、パラジウム
とインジウム等の組み合わせが知られている。拡散接合であれば、例えば、金と金、銅と
銅、アルミニウムとアルミニウム等の組み合わせが知られている。
【０１０９】
　次に、中間層とシリコン基板とドライエッチングの関係について説明する。
【０１１０】
　例えば、ボッシュプロセスを用いた場合、通常のレジストマスクにて５０以上のエッチ
ングレート比を容易に得ることができる。例えば中間層に樹脂材料を用いる場合は、材料
の組成がレジストマスクに近いため、ほとんどの樹脂材料で同程度の結果が得られる。中
間層としての樹脂材料の成膜厚は、例えば数百ｎｍ～数十μｍ程度であるが、これはシリ
コンを例えば深さ５０～８００μｍエッチングするためのマスクやストッパーとしては十
分な数値である。
【０１１１】
　シリコン酸化膜では、シリコンに対して少なくとも１００以上のエッチングレート比が
得られることが知られている。シリコン酸化膜は、熱酸化法を用いた場合、例えば２５μ
ｍ以上の膜厚まで形成できることが知られており、膜質やプロセス難易度を考慮すると好
ましくは２μｍ以下の膜厚が望ましい。また、プラズマＣＶＤ法を用いた場合、例えば５
０μｍ以上の膜厚まで形成できることが知られており、膜質やプロセス難易度を考慮する
と好ましくは１０μｍ以下の膜厚が望ましい。これらの膜厚はシリコン酸化膜をマスクと
して用いてシリコンを例えば深さ５０～８００μｍエッチングするには十分な数値である
。
【０１１２】
　シリコン以外の金属や金属酸化物には、シリコンに対してさらに高い選択比が得られる
ものもある。Ｆラジカルとの反応性が低い材料が特に好適であり、例えばクロム、アルミ
等では１０００を超えるエッチングレート比を得られる場合もある。金属又は金属酸化物
等の成膜厚は、一般的に数μｍ程度である。所望のエッチング深さを得るためには、その
材料のシリコンとのエッチングレート比を考慮して、成膜厚を適宜選択することが望まし
い。
【０１１３】
　また、本実施形態の方式を用いると、基板裏面からの液体の導入口を、供給口と二次元
的に重ならない位置に配置することが出来る。液体吐出エネルギー発生素子を有する基板
と液体供給タンク（図示無し）を接続する中間体として、例えばアルミナの板を加工した
ものを用いている。アルミナ板の加工精度は、フォトリソを用いた半導体プロセスには遠
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く及ばないため、共通液室のサイズやチップサイズの縮小によって、その位置に対応した
アルミナの加工が困難になる場合がある。
【０１１４】
　本実施例では、共通液室が予め基板内部に形成されている。そのため、後から共通液室
に接続可能な任意の位置に開口１３０１を設けることが出来る（図１３（ａ））。これに
より、共通液室と液体供給タンクとの接続口を、任意の位置に再配置することが可能とな
る。なお、供給口のエッチングのため第１のシリコン基板に形成した開口１３０１は、例
えばアルミナ板１３０２によってふたをすることにより、封止することが出来る（図１３
（ｂ））。
【０１１５】
　本実施形態において、図１１（ｄ）には、第２のシリコン基板と、該第２のシリコン基
板の上に設けられた前記パターニングマスクとしての中間層と、該中間層の上に設けられ
、前記パターン開口が露出する第１の開口と該第１の開口及び前記中間層と反対側の面に
連通する貫通孔とを有する第１のシリコン基板と、を含む積層構造が示されている。貫通
孔は、前記パターン開口の面方向と垂直な位置を含む開口パターンで形成されている。そ
して本実施形態では、貫通孔側から反応性イオンエッチングを行い、前記第２のシリコン
基板に前記第２の開口を形成している。第１のシリコン基板の第１の面が遮蔽構造として
機能することがわかる。
（実施形態４）
　実施形態３と同様にシリコン基板の一部を用いてプラズマモールディング効果の抑制効
果を得る、別の例を本実施形態に示す。
【０１１６】
　即ち、ヘッド用基板に、共通液室を形成するためのもう一枚のシリコン基板を接合し、
共通液室を形成するパターンの中にダミーパターンを入れて実質的な開口幅を減少させ、
シースの歪みを抑制するという考え方である。
【０１１７】
　まず、図１５（ａ）に示すように、第１のシリコン基板１５０１の表面にある中間層１
５０３に、供給口のパターンを有する第１のパターン開口１５０４を形成する。
【０１１８】
　次に、図１５（ｂ）に示すように、第２のシリコン基板１５０２と第１のシリコン基板
１５０１を、中間層１５０３を介して接合する。
【０１１９】
　その後、図１５（ｃ）に示すように、第１のシリコン基板１５０１側に、共通液室を形
成するための第２のパターン開口１５０５を有する第２のパターニングマスクを形成する
。この第２のパターニングマスクのパターンの中には、プラズマモールディング効果を抑
制するためのダミー構造を形成するための第３のパターン１５０６が含まれる。
【０１２０】
　次に、図１５（ｄ）に示すように、第２のパターニングマスク用いて共通液室１５０７
をシリコンエッチングにより形成する。シリコンエッチングとしては、反応性イオンエッ
チングを用いることが好ましい。
【０１２１】
　次に、第１のパターン開口１５０４を有する中間層１５０３をマスクとして、反応性イ
オンエッチングにより供給口１５０８を形成する。
【０１２２】
　ダミーパターン１５０６により形成されるダミー構造の配置としては、インクの供給を
妨げない範囲であれば任意の形状を取ることができ、例えば図１５（ｅ）に示すようにド
ット状のアレイ構造等が適している。
【０１２３】
　つまり、前記第１のシリコン基板の第１の面上に形成された前記第２のパターニングマ
スクは、共通液室の外壁（側壁）を形成するための側壁パターンと、前記ダミー構造を形
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成するためのダミーパターンを含む。そして、該ダミーパターンは前記側壁パターン内で
あって、かつ前記中間層に設けられているパターン開口の面方向と垂直な位置以外の領域
に配置されている。
【０１２４】
　ダミー構造は、共通液室内であって中間層１５０３の第１のパターン開口１５０４以外
の領域に設けられる。例えば、ダミー構造は、共通液室内に柱状に複数設けることができ
る。該共通液室内に形成されたダミー構造が遮蔽構造として機能し、プラズマモールディ
ング効果の影響を低減することができる。
【０１２５】
　接合工程、中間層の材料、エッチングの方法等に関しては、実施形態３に準ずる。
【０１２６】
　以上の工程により、共通液室１５０７のエッチングは、実質的に本来の開口幅よりも狭
い開口幅でエッチングすることになり、シース１５０９の歪みは大幅に抑制され、垂直な
供給口エッチングを実施することが出来る。
【０１２７】
　（実施例１）
　実施形態１における実施例として、図３で示す液体吐出ヘッドの製造方法によって液体
吐出ヘッドを製造した。
【０１２８】
　表面に（１００）面を持ち、液体吐出エネルギー発生素子１６、流路型構造６、液体流
路壁７を用いて形成された吐出口２と撥液層８が形成されているヘッド用基板１を用意す
る。
【０１２９】
　まず、撥液層８上に、保護層９としてＯＢＣ（商品名、東京応化製）を全面に塗布した
（図３（ａ、ｂ））。次いで、ヘッド用基板１の裏面にポリエーテルアミド樹脂（日立化
成製ＨＩＭＡＬ（商品名））からなる耐エッチング膜１３を形成した。
【０１３０】
　次いで、耐エッチング膜１３上に感光性ポジ型レジスト（東京応化製ＯＦＰＲ－８００
（商品名））を全面に塗布した。塗布したポジ型レジストに対してウシオ電機製Ｄｅｅｐ
－ＵＶ露光装置ＵＸ－３０００（商品名）を用いてスリットの状供給口パターンを形成し
た。次に、ＣＦ4とＯ2の混合ガスを用い、ポジ型レジスト上からケミカルドライエッチン
グにより耐エッチング膜１３をスリット状の供給口パターンに形成し、第１のエッチング
マスク１３’を形成した（図３（ｃ））。
【０１３１】
　次に、供給口パターンが形成された第１のエッチングマスク１３’をマスクとして、８
０℃のテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液中に浸漬することでシリコン
基板に対して異方性エッチングを行い、共通液室４を形成した（図３（ｄ））。なお、異
方性エッチングは、形成される共通液室４の深さが４７５μｍになるように、エッチング
レートを計算し浸漬を行った。なお、エッチングマスクは基板を用意する際に、あらかじ
め形成されていてもよい。
【０１３２】
　次いで、第１のエッチングマスク１３’を除去した。
【０１３３】
　次に、異方性エッチングを行った表面に対して、スプレーコータ（イーヴィーグループ
社製）を用いて感光性のポジ型レジスト層１４を形成した（図３（ｅ））。感光性ポジ型
レジストとしてはＡＺ－Ｐ４６２０（ＡＺエレクトロニックマテリアルズ社製、商品名）
を用いた。スプレーコート時に基板が６０℃に保つように基板チャックを加熱しながら塗
布を行うことで、傾斜およびエッジ部に均一に塗布した。
【０１３４】
　次いで、感光性ポジ型レジスト１４に対してウシオ電機製投影露光装置ＵＸ－４０２３
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（商品名）を用いて１０００ｍＪ／ｃｍ2の露光量で供給口パターンのマスクを通して露
光を行った。この際、露光する箇所は、先に異方性エッチングで形成した供給口の底部で
あるため、露光フォーカス位置を異方性エッチングした深さ分だけ下に設定した。次いで
、２．３８％のテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液を用いて現像を行い
、共通液室の底面に微細な供給口のパターン開口１０が形成された第２のエッチングマス
ク１４’を形成した（図３（ｆ））。
【０１３５】
　次いで、基板裏面にネガ型感光性ドライフィルムレジスト１１（東京応化工業社製、Ａ
Ｒ－３４０（商品名））をラミネートした（図３（ｇ））。そして、ウシオ電機製投影露
光装置ＵＸ－４０２３（商品名）を用いて、得られる遮蔽物１１’が共通液室の開口面端
部から３３６μｍ張り出したヒサシ形状となるようにパターニングを行った。この開口面
端部から３３６μｍのヒサシ状の遮蔽物は、共通液室４の深さが４７５μｍの時、共通液
室の開口面端部から共通液室４の底面と側面の境界線までを遮蔽することができる。
【０１３６】
　次いで、１％炭酸ナトリウム水溶液を用いて現像を行い、共通液室の斜面をヒサシ状に
遮蔽する遮蔽物１１を形成した（図３（ｈ））。遮蔽物１１’を形成した後の平面模式図
が図３（ｉ）である。
【０１３７】
　次いで、第２のエッチングマスク１４’上よりＡＭＳ２００（ＡＬＣＡＴＥＬ社製、商
品名）を用いてボッシュプロセスにて基板１を上面のエッチングストップ層であるシリコ
ン酸化膜１２までエッチングを行うことで供給口５を形成した（図３（ｊ））。共通液室
の斜面に最も近い供給口から６つ目の供給口までの角度は８９．７°～９０．３°の範囲
であり、平均値は９０．０°であった。次いで、エッチングストップ層であるシリコン酸
化膜１２は、バッファードフッ酸１１０Ｕ（ダイキン工業社製、商品名）により、ウェッ
トエッチングし、除去した（図３（ｋ））。
【０１３８】
　次いで、第２のエッチングマスク１４’及び遮蔽物１１’は、酸素プラズマによるアッ
シングで除去し、保護層９であるＯＢＣ（商品名）をキシレンにて除去した。その後、ウ
シオ電機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－３０００（商品名）を用いて撥液層８上から７
０００ｍＪ／ｃｍ2の露光量で全面に露光し、液体流路パターンを形成する流路型構造６
を可溶化した。そして、乳酸メチル中に超音波を付与しつつ浸漬することで、流路型構造
６を除去し、図３（ａ），（ｂ）に示すような液体吐出ヘッドを作製した。
【０１３９】
　（実施例２）
　実施例１では共通液室の傾斜側面のみを遮蔽したが、本実施例では共通液室の傾斜側面
に加え、底面まで遮蔽するヒサシ状の遮蔽物を形成した。ヒサシ状の遮蔽物は実施例１と
同様の方法で形成し、共通液室の底面にあるレジストパターンのパターン開口は遮蔽しな
いように共通液室の開口面端部から６００μｍ張り出した形状とした。次いで、実施例１
と同様にボッシュプロセスにてエッチングを行うことで供給口５を形成した。
【０１４０】
　傾斜側面から３つ目の供給口の角度は８９．５°～８９．６°の範囲であり、平均値は
８９．５°であった。この結果より、遮蔽膜はレジストパターンのパターン開口を遮蔽し
なければ、共通液室の底面を遮蔽するまで遮蔽範囲を広げても９０°±０．５°の範囲に
供給口を形成することができる。
【０１４１】
　（実施例３）
　本実施例においては、図３で示す製造方法によって、液体吐出ヘッドを製造した。基板
１を準備してから、パターン開口１０を有する第２のエッチングマスク１４’を形成する
工程まで、実施例１と同じ工程で形成した（図３（ｆ））。
【０１４２】
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　遮蔽物は以下のように形成した。
【０１４３】
　まず、ネガ型感光性ドライフィルムレジスト１１（東京応化工業社製、ＡＲ－３４０）
をフィルム上に配置し、フィルム状のレジストに対してウシオ電機製露光装置ＵＸ－４０
２３（商品名）を用いて、開口が形成されたマスクを通して露光を行った。次いで、１％
の炭酸ナトリウム水溶液を用いて現像を行い、開口が形成された感光性ネガ型レジストフ
ィルムを作製した。この開口が形成された感光性ネガ型レジストフィルムを第２のエッチ
ングマスク１４’が形成されたヘッド用基板１の第２の面上に、アライメントを行ってロ
ール式ラミネーターで接着させることにより、遮蔽物１１’を形成した。
【０１４４】
　次いで、第２のエッチングマスク１４’上よりＡＭＳ２００（ＡＬＣＡＴＥＬ社製、商
品名）を用いてボッシュプロセスにて基板１をエッチングストップ層であるシリコン酸化
膜１２までエッチングを行うことで供給口５を形成した。
【０１４５】
　次いで、保護層９であるＯＢＣ（商品名）をキシレンにて除去した。その後、ウシオ電
機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－３０００（商品名）を用いて撥インク層上から７００
０ｍＪ／ｃｍ2の露光量で全面に露光し、流路型構造６を可溶化した。そして、乳酸メチ
ル中に超音波を付与しつつ浸漬することで、流路型構造６を除去し、液体吐出ヘッドを作
製した。
【０１４６】
　（実施例４）
　実施形態２における実施例として、図７で示す液体吐出ヘッドの製造方法によって液体
吐出ヘッドを製造した。
【０１４７】
　表面に（１００）面を持ち、液体吐出エネルギー発生素子１６、流路型構造６、液体流
路壁７を用いて形成された吐出口２と撥液層８が形成されているヘッド用基板１を用意す
る。
【０１４８】
　まず、撥液層８上に、保護層９としてＯＢＣ（商品名、東京応化製）を全面に塗布した
（図６（ａ、ｂ））。次いで、基板の裏面にポリエーテルアミド樹脂（日立化成製ＨＩＭ
ＡＬ（商品名））からなる耐エッチング膜１３を形成した。
【０１４９】
　次いで、耐エッチング膜１３上に感光性ポジ型レジスト（東京応化製ＯＦＰＲ－８００
（商品名））を全面に塗布した。塗布したポジ型レジストに対してウシオ電機製Ｄｅｅｐ
－ＵＶ露光装置ＵＸ－３０００（商品名）を用いてスリット状の供給口パターンを形成し
た。次に、ＣＦ4とＯ2の混合ガスを用い、ポジ型レジスト上からケミカルドライエッチン
グにより第１のエッチングマスク１３’を形成した（図７（ｃ））。
【０１５０】
　次に、図６（ｄ）に示すように、直径５０μｍ、ピッチ間隔５０μｍ、深さ４００μｍ
の先導孔１７をレーザを用いて格子状に形成した。
【０１５１】
　次に、第１のエッチングマスク１３’をマスクとし、８０℃のテトラメチルアンモニウ
ムハイドロオキサイド水溶液中に浸漬することでシリコン基板に対して異方性エッチング
を行い、共通液室４を形成した（図６（ｅ））。なお、異方性エッチングは共通液室下部
の基板の残り厚みが１３０μｍの深さになるように、エッチングレートを計算し浸漬を行
った。
【０１５２】
　次いで、第１のエッチングマスク１３’を除去した。次に、異方性エッチングを行った
表面に対して、スプレーコータ（イーヴィーグループ社製）を用いて感光性ポジ型レジス
ト層１４を形成した。感光性ポジ型レジストとしてＡＺ－Ｐ４６２０（ＡＺエレクトロニ
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ックマテリアルズ社製、商品名）を用いた。スプレーコート時に基板が６０℃に保つよう
に基板チャックを加熱しながら塗布した（図６（ｆ））。
【０１５３】
　次いで、感光性ポジ型レジスト１４に対してウシオ電機製投影露光装置ＵＸ－４０２３
（商品名）を用いて１０００ｍＪ／ｃｍ2の露光量で供給口パターンのマスクを通して露
光を行った。この際、露光する箇所は、先に異方性エッチングで形成した供給口の底部で
あるため、露光フォーカス位置を異方性エッチングした深さ分だけ下に設定した。次いで
、２．３８％のテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド水溶液を用いて現像を行い
、共通液室の底面上に微細な供給口のパターン開口１０が形成された第２のエッチングマ
スク１４’を形成した（図４（ｇ））。
【０１５４】
　次いで、第２のエッチングマスク１４’の上よりＡＭＳ２００（ＡＬＣＡＴＥＬ社製、
商品名）を用いてボッシュプロセスにてヘッド用基板１をシリコン酸化膜１２までドライ
エッチングを行うことで供給口５を形成した（図４（ｈ））。
【０１５５】
　次いで、エッチングストップ層であるシリコン酸化膜１２は、バッファードフッ酸１１
０Ｕ（ダイキン工業社製、商品名）を用いて除去した（図４（ｉ））。
【０１５６】
　次いで、第２のエッチングマスク１４’を酸素プラズマによりアッシングした後、剥離
液にて除去した。次いで、保護層９であるＯＢＣ（商品名）をキシレンにて除去した後、
ウシオ電機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－３０００（商品名）を用いて撥液層８上から
７０００ｍＪ／ｃｍ2の露光量で全面に露光し、流路型構造６を可溶化した。そして、乳
酸メチル中に超音波を付与しつつ浸漬することで、流路型構造６を除去し、液体吐出ヘッ
ドを作製した。
【０１５７】
　（実施例５）
　実施形態３における実施例として、図１４で示す液体吐出ヘッドの製造方法によって液
体吐出ヘッドを製造した。
【０１５８】
　まず、基板厚５００μｍの第１のシリコン基板１１０１に、感光性ポジ型レジスト（東
京応化製ＯＦＰＲ－８００（商品名））を全面に塗布した。塗布したポジ型レジストに対
してウシオ電機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－４０２３（商品名）を用いて共通液室の
パターンを形成した。次に、ＡＭＳ２００（ＡＬＣＡＴＥＬ社製、商品名）を用いてボッ
シュプロセスにて第１のシリコン基板１１０１をエッチングし、共通液室１１０２を形成
した。共通液室の深さは、第１のシリコン基板１１０１を貫通させないよう、最深部で４
００μｍとした。
【０１５９】
　次に、表面に熱酸化膜７０００Å（０．７μｍ）を有する厚み６２５μｍの第２のシリ
コン基板１１０３に、感光性ポジ型レジスト（東京応化製ＯＦＰＲ－８００（商品名））
を全面に塗布した。塗布したポジ型レジストに対してウシオ電機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装
置ＵＸ－４０２３（商品名）を用いて供給口パターンを形成した。次に、バッファードフ
ッ酸１１０Ｕ（ダイキン工業社製、商品名）を用いて熱酸化膜をエッチングし、供給口パ
ターンのマスクを形成した。
【０１６０】
　次に、第２のシリコン基板１１０３の、供給口パターンの形成された熱酸化膜を中間層
として、第２のシリコン基板１１０１と第１のシリコン基板１１０３の接合を行った（図
１４（ａ））。第１のシリコン基板１１０１は、共通液室１１０２の開口した側を接合面
とした。接合は、ＥＶＧ製の接合装置（商品名：ＥＶＧ５２０ＩＳ）を用いて、シリコン
と熱酸化膜間のフュージョン接合により行った。その後、第２のシリコン基板１１０３側
の研削研磨を行い、第２のシリコン基板１１０３の厚みが５０μｍとなるようにした（図
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１４（ｂ））。さらに、接合された基板全体を熱酸化し、厚み２０００Åの熱酸化膜１４
０１を形成した（図１４（ｃ））。
【０１６１】
　液体吐出エネルギー発生素子を有する基板１２０１を、厚みが１００μｍとなるように
、素子の形成されていない側の面より研削研磨を行った。そして、液体吐出エネルギー発
生素子を有する第３のシリコン基板１２０１の研磨面と、第２のシリコン基板１１０３の
研磨面を、ＥＶＧ製の接合装置（商品名：ＥＶＧ５２０ＩＳ）を用いて、フュージョン接
合にて接合した（図１４（ｄ））。その後、液体吐出エネルギー発生素子を有する第３の
シリコン基板１２０１側に、流路形成層１１０９を形成した（図１４（ｅ））。
【０１６２】
　次に、第１のシリコン基板側１１０１に、感光性ポジ型レジスト１４０２（東京応化製
ＯＦＰＲ－８００（商品名））を全面に塗布した。塗布したポジ型レジストに対してウシ
オ電機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－４０２３（商品名）を用いて供給口を含むパター
ンを形成した。バッファードフッ酸１１０Ｕ（ダイキン工業社製、商品名）を用いて熱酸
化膜１４０１をエッチングし、続いてＡＭＳ２００（ＡＬＣＡＴＥＬ社製、商品名）を用
いてボッシュプロセスにてまず、第１のシリコン基板１１０１を貫通させた。引き続き、
第２のシリコン基板に供給口を、同じくボッシュプロセスにて形成した（図１４（ｆ））
。
【０１６３】
　第２のシリコン基板と液体吐出エネルギー発生素子を有する基板の間に存在する熱酸化
膜を、バッファードフッ酸１１０Ｕ（ダイキン工業社製、商品名）を用いて除去し、さら
にボッシュプロセスにて、液体吐出エネルギー発生素子を有する基板に供給口を形成した
（図１４（ｇ））。プロセス完了後の斜視図を図１４（ｈ）に示す。
【０１６４】
　液体吐出エネルギー発生素子を有する基板の表面保護や、エッチングストップ層の除去
、保護層の除去に関しては、実施例１～４と同様のため割愛する。
【０１６５】
　（実施例６）
　実施形態４における実施例として、図１５に示す液体吐出ヘッドの製造方法によって液
体吐出ヘッドを製造した。
【０１６６】
　まず、表面に熱酸化膜７０００Åを有する厚み５００μｍの第１のシリコン基板１５０
１に、感光性ポジ型レジスト（東京応化製ＯＦＰＲ－８００（商品名））を全面に塗布し
た。塗布したポジ型レジストに対してウシオ電機製Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－４０２
３（商品名）を用いて供給口パターンを形成した。次に、バッファードフッ酸１１０Ｕ（
ダイキン工業社製、商品名）を用いて熱酸化膜をエッチングし、供給口パターンのマスク
１５０４を形成した（図１５（ａ））。
【０１６７】
　次に、液体吐出エネルギー発生素子を有する第２のシリコン基板１５０２を厚み２００
μｍに薄加工した後、表面を研削研磨した。次に、供給口パターンの形成された熱酸化膜
１５０３を中間層として、第１のシリコン基板１５０１と第２のシリコン基板１５０２と
の接合を行った（図１５（ｂ））。接合の方法は実施例５に準ずる。その後、液体吐出エ
ネルギー発生素子を有する第２のシリコン基板１５０２側に、流路形成層１５１０を形成
した。
【０１６８】
　次に、第１のシリコン基板側１５０１に、感光性ポジ型レジスト（東京応化製ＯＦＰＲ
－８００（商品名））を全面に塗布した。塗布したポジ型レジストに対してウシオ電機製
Ｄｅｅｐ－ＵＶ露光装置ＵＸ－４０２３（商品名）を用いて共通液室１５０５のパターン
を形成した。そこには、ダミーパターン１５０６も含まれる（図１５（ｃ））。
【０１６９】
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　次に、ＡＭＳ２００（ＡＬＣＡＴＥＬ社製、商品名）を用いてボッシュプロセスにてま
ず、第１のシリコン基板１５０１に共通液室１５０６を形成した。引き続き、第２のシリ
コン基板に供給口１５０７を、同じくボッシュプロセスにて形成した（図１５（ｄ））。
プロセス完了後の斜視図を図１５（ｅ）に示す。
【０１７０】
　液体吐出エネルギー発生素子を有する基板の表面保護や、エッチングストップ層の除去
、保護層の除去に関しては、実施例１～５と同様のため割愛する。
【符号の説明】
【０１７１】
　１　　ヘッド用基板（シリコン基板）
　２　　吐出口
　３　　液体流路
　４　　共通液室（第１の凹部）
　５　　供給口（第２の凹部）
　６　　流路型構造
　７　　流路形成部材
　８　　撥液層
　９　　保護膜
１０　　パターン開口
１１’　遮蔽物
１２　　シリコン酸化膜
１３　　第１のエッチングマスク
１４　　第２のエッチングマスク
１５　　デポ膜
１７　　先導孔
１８　　接着剤
８０１　シース
９０１　遮蔽物
１００１　遮蔽物
１１０１　第１のシリコン基板
１１０２　共通液室（第１の凹部）
１１０３　第２のシリコン基板
１１０４　中間層
１１０５　第１のパターン形状
１１０６　第２のパターン
１１０７　供給口（第２の凹部）
１１０８　シース
１１０９　流路形成層
１３０１　第１の凹部に連通する開口部
１５０１　第１のシリコン基板
１５０２　第２のシリコン基板
１５０３　中間層
１５０４　第１のパターン形状
１５０５　第２のパターン
１５０６　第３のパターン
１５０７　共通液室（第１の凹部）
１５０８　供給口（第２の凹部）
１５０９　シース



(24) JP 5814654 B2 2015.11.17

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(25) JP 5814654 B2 2015.11.17

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(26) JP 5814654 B2 2015.11.17

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】



(27) JP 5814654 B2 2015.11.17

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ４１Ｊ    2/16     １０１　        　　　　　
   　　　　                                Ｂ４１Ｊ    2/16     ５０９　        　　　　　

(72)発明者  久保田　雅彦
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  柬理　亮二
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  福本　能之
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者  岡野　明彦
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  高松　大治

(56)参考文献  特開２００９－１２６１６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０１０８９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０７１５０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２９９４０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１３２６２８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ４１Ｊ２／０１－２／２１５
              Ｂ８１Ｃ　　　１／００　　　　
              Ｂ８１Ｃ　　　３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

